
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。
      ２　職員数は、２６年４月１日現在の人数です。

(3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数(構成)を用いて、学歴
 　　　

や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表(一)適用職員の俸給月額を100として計算した指数。

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

　　　３　平成24年及び平成25年は、国家公務員の時限的な（2年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値です。

　　　※　２７年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で上昇している場合、
　　　　③１００を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

３年前に比べ１ポイント以上上昇し、３年連続で上昇しているのは、職員構成の変動によるものであり、今後平準化に努めます。

(4)給与改定の状況（省略）

(5)給与制度の総合的見直しの実施状況について

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に
取り組むとされている。
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区　　分

16.4

26年度 　　　　　　　千円 　　　　　千円人　

42,719,445

給与費 B/A

858,306

　　　　　　　　　　　％
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別紙３
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　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

（H27.1.1現在）

福知山市の給与・定員管理等について
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①給料表の見直し

〔　実施　　未実施　〕

　　　実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場合にはその理由））

②地域手当の見直し

　　　実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）

（支給割合）
（実施時期）

（参考）

③その他の見直し内容

管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。（平成27年4月1日実施）

(6)特記事項

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２７年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

②技能労務職

　　　　

　　　　

（給料表の改定実施時期）
（内容）
　　　　　　京都府に準じて見直しを行う予定のため

国基準による支給割合

福知山市の支給割合

0%

0%

見直し後の支給
割合（H28.4.1）

394,984

（国ベース）

4月1日時点

平均給与月額

429,835

区　　分

福知山市

43.8

332,30043.2

平均年齢 平均給料月額

平成２６年度
の支給割合

平成２７年度の
支給割合

平均給与月額

0%

国 408,996

362,670

384,623

334,283

334,162

449,602

-

京都府

43.5

42.3 319,936

0%

0%

355,183

遡及改定後

0% 0%

0%

類似団体

参　考

Ａ/Ｂ

歳 人 円 円 円 －

歳 人 円 円 円 歳 円 2.47

歳 人 円 円 円 －

歳 人 円 円 円 歳 円 1.39

歳 人 円 円 円 －

歳 人 円 円 円 －

歳 人 円 円 円 －

円 円

円 円

円 円

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（平成２４年度～平成２６年度の３ヶ年平均）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

※技能労務職の職員数は４人であり、従来より退職不補充の方針としています。

3,952,300 1.61

う ち 学 校 給 食 員 - - －

う ち そ の 他 技 能 労 務 職 6,374,196

う ち 用 務 員 7,533,000 2,774,400 2.72

福知山市 － - －

公 務 員 （ Ｃ ） 民 間 （ Ｄ ） Ｃ/Ｄ

公　務　員

福知山市 55.3 4 358,700 424,100

0

54.6 200,300

対 応 す る 民 間
の 類 似 職 種 平 均 年 齢 平均給与月額（Ｂ）

363,600 － － －

平均給与月額（国ベース）

民　　　　間

平 均 年 齢 職 員 数 平 均 給 料 月 額 平 均給 与月 額（ Ａ）

- -

う ち 用 務 員 56.5 1 374,000

- －

494,300 380,500 用 務 員

うちその他技能労務職 54.8 3 353,600 400,733 357,933 廃棄物処理業従業員 44.9 289,500

京都府 54.4 254 359,215 411,155 393,767 － － －

国 50.2 2,994 289,141

－

－

類似団体 50.0 32 317,404 －355,113 338,663 －

－

－

- 328,318 － －

う ち 学 校 給 食 員 -

区　　分

区　　分 参　　考
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　　　③教育職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

　　　　④消防職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、２７年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 
　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
　　　　いて明らかにされているものです。　
　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、　　　

　　　　特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

　　　　計算したものです。

      ３　平均年齢は、１０進法で表示しています。

（2) 職員の初任給の状況（２７年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２７年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

３　一般行政職の級別職員数等の状況

（1) 一般行政職の級別職員数の状況（２７年４月１日現在）

（注）１　福知山市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

　　　　　　　　％

４　　級

3.9

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

34

　　　　　　　　人

174,200

―

　　　　　　　　％

9.8

課長補佐の職務又は前項で定める職務で
困難な職務を所掌する係長等の職務若しく
はこれに相当する規則で定める職務（次長
補佐など）

平均給与月額

7.7

部長の職務又はこれに相当する規則で定
める職務（室長・理事など）

　　　　　　　　人
６　　級

部の次長の職務又はこれに相当する規則
で定める職務（室次長など）

３　　級

6.3

　　　　　　　　％

17

課長の職務又はこれに相当する規則で定
める職務（参事など）

　　　　　　　　％

5.2

　　　　　　　　％

特に高度な知識又は経験を必要とする業
務を行う職務（主事・技師など）

25.2111

　　　　　　　　人

主査及び主査と同等の知識又は経験を必
要とする業務を行う並びに係長の職務又は
これに相当する規則で定める職務（主任な
ど）

41.9

　　　　　　　　％

５　　級

28

職員数

　　　　　　　　人

43

２　　級

定型的な業務を行う職務（主事・技師など）

185

１　　級

標準的な職務内容

23

　　　　　　　　人

高　校　卒

大　学　卒

一般行政職 174,200

区　　分

経験年数１０年

289,800

区　　　　分

中　学　卒

326,143

142,100

大　学　卒

147,500

福　知　山　市

44.6

京都府 －

（国ベース）

－

平 均 年 齢

福知山市

－ －

297,400 323,635

平均給与月額

類似団体

福知山市

京都府

39.9

41.5 354,513

337,300

平均給料月額

区　　分 平 均 年 齢

409,441

388,494

平均給与月額

37.9

区　　分

371,802

301,604 335,703

327,911

―

―

324,850

345,150

経験年数２０年

38.0

高　校　卒

―

181,800

類似団体

142,100

―

―

―

―

区　　　　　分

294,368

京　都　府 国

技能労務職

一般行政職 大　学　卒

―

366,958

技能労務職

高　校　卒

高　校　卒

207,700

経験年数１５年

７　　級

―

295,100

―

―

構成比

平均給料月額
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（2) 昇給への勤務成績の反映状況
　

４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（２６年度支給割合） （２６年度支給割合） （２６年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ― ）月分 ( ― ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　５～１５％ ・役職加算　５～２０％ ・役職加算　５～２０％

・管理職加算　１０～２５％ ・管理職加算　１０％、２０％ ・管理職加算　１０～２５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

【参考】勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）
　

（2) 退職手当（２７年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（３～４５％加算、４５歳以上） （２～４５％加算）

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）なし ）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２６年度に退職した職員に支給された平均額です。

福　　知　　山　　市 京　　　　　都　　　　　府

1.50

0.70

１人当たり平均支給額（２６年度）

2.60

国

―１人当たり平均支給額（２６年度）

昇給に当たっては、その者の職務について監督する地位にある者から勤務成績についての証明を得て実施しています。

2.60

5,986

25.55625

2.60

49.59

1.45

勤勉手当対象期間の勤務実績に応じて規則で定める成績率を反映させています。

29.145

0.70

49.59

1.45

国

41.325

23,082

41.325

49.59 49.59 49.59

1.50

福　　　　知　　　　山　　　　市

1.50

20.445

29.14534.5825

20.445 27.405

49.59

1,346 1,639

34.5825

１級 

9.8% 

１級 

8.7% 

１級 

7.9% 

２級 

5.2% 
２級 

4.5% 

２級 

4.6% 

３級 

41.9% 
３級 

43.6% 

３級 

51.4% 

４級 

25.2% 

４級 

25.7% 

４級 

19.2% 

５級 

7.7% 

５級 

8.1% 

５級 

8.1% 

６級 

6.3% 

６級 

5.6% 
６級 

5.8% 

７級 

3.9% 

７級 

3.8% 
７級 

3.0% 
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20%

30%
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100%

平成２７年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比 
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 (3) 地域手当

（２７年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

（注）　地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、

　　　地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。

　　　　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）

 (4) 特殊勤務手当（２７年４月１日現在）

千円

　円

　％

市税、国民健康保険料、介護保
険料、その他の滞納処分に際し、
物件の差押え、又は引揚げに従
事したとき（ただし差押は１件につ
き３人まで）

1件当たり500円健康推進室職員

税務課職員、建築課職員他

支給対象地域 支給対象職員数

0

環境政策室職員、支所職
員

犬、ねこ等の死体収集、野犬、鹿
等の掃討、畜犬等の搬送等の作
業に従事したとき

常時市税、国民健康保険料、介
護保険料又は市営住宅使用料
の徴収に従事する職員

73,091

じん芥の収集、焼却に従事したと
き

エックス線を人体に照射する作業
に従事したとき

日額250円

食肉センターにおいて、汚物処理
の作業に従事したとき

1回300円

用地、物件移転等交渉手当

道路上危険作業手当

0市内全域

28.1

月額2,500円

支給実績（２６年度決算）

日額1,000円

公衆用道路上において、交通を
遮断しないで測量、道路補修、清
掃の作業に従事したとき

日額300円
家屋等に立ち入り、物件の調査
に従事したとき

日額300円

左記職員に対する支給単価主な支給対象職員

社会福祉課職員

月額4,000円

主な支給対象業務

手当の種類（手当数）

14,472

行旅病人、死亡者等の収容又は
処理に従事したとき
・死亡者の収容又は処理
・その他の者の収容

1件当たり
2,000円
500円

日額1,000円

用地買収交渉、物件移転交渉、
開発行為にかかる調整及びこれら
に係る立会いで現地に赴き、業務
に従事したとき

福祉事務所において勤務する社
会福祉主事

火災・救急等で出動し、その現場
において業務したとき

日額300円

税務課職員、財政課職員他

支給職員１人当たり平均支給年額（２６年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（２６年度）

18

1件当たり500円

支給職員１人当たり平均支給年額（２６年度決算）

支給率

健康推進室職員

税務課職員

環境政策室職員

感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律第６条
第１項に規定する感染症のうち、
一類感染症、二類感染症、三類
感染症及び新感染症の防疫作業
に従事したとき

1件当たり500円

社会福祉主事

手当の名称

出動作業手当

家屋等調査手当

0

差押え、引揚手当

犬、ねこ死体収集等作業
手当

放射線取扱作業手当

消防職員

0

0

国の制度（支給率）

支給実績（２６年度決算）

地域手当補正後ラスパイレス指数
（ラスパイレス指数）

98.8
98.8

行旅病人、死亡者等の収
容、又は処理手当

感染症防疫作業手当

徴収事務手当

社会福祉主事手当

食肉センター作業手当

清掃作業手当 環境政策室職員
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 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、

　　制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。

（6) その他の手当（２７年４月１日現在）

円

円

円

242,974

消防職員

火災・災害・訓練等で出動し、そ
の現場において、はしごを使用
し、高所において業務に従事した
とき

消防職員

消防職員

月額3,000円

月額1,500円

消防職員
消防署（分署を含む）において救
急救命士として勤務する消防職員

消防署（分署を含む）において機
関員として勤務する消防職員

・24時間交替制勤務で夜間勤務
に従事したとき
24時間交替制勤務の全部の時間
を超えて火災調査等に従事したと
き
・従事した時間が6時間未満の場
合
・従事した時間が6時間以上の場
合

1当務につき650円

1勤務につき4,000円
1勤務につき6,000円

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ５ 年 度 決 算 ）

災害警戒本部又は災害対
策本部の動員指令により動
員された職員

支給職員１人当たり

33,306

機関員手当

1回500円

日額300円

日額840円

日額1,680円

・防災のために行う巡回監視、又
は応急作業等に従事したとき
・本市の区域外に派遣され災害応
急対策又は災害復旧のための業
務に従事した場合
・本市の区域外に派遣され避難勧
告、避難指示、立入禁止、退去命
令等の措置がされた区域におい
て
災害応急対策又は災害復旧のた
めの業務に従事した場合

702

支 給 実 績 （ ２ ５ 年 度 決 算 ）

災害応急作業等手当

支 給 実 績 （ ２ ６ 年 度 決 算 ）

平均支給年額

千円

47,095

（２６年度決算）

―

手　当　名

同じ

一部異なる

323,028

支給実績国の制度と

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ６ 年 度 決 算 ）

自動車等
の利用者
の区分・支
給額が異な
る。

はしご車高所作業手当

○交通機関等の利用者（片道
2km以上に限る）
・運賃等相当額が55,000円以
下については運賃等相当額を
支給
○自動車等の利用者（片道
2km以上に限る）
・通勤距離に応じて2,000円
～21,700円を支給

○配偶者 13,000円
○扶養親族１人につき
各 6,500円
○配偶者のいない職員の扶養
親族のうち１人目 11,000円
○扶養親族が16歳以上22歳
未満である場合1人につき
5,000円加算

交替制勤務手当

596

救急救命士手当

218,957

282,254

90,393

千円

千円

住居手当

77,073―

（２６年度決算）

通勤手当

扶養手当

異なる内容内容及び支給単価

○借家・借間（家賃12,000円を
超える場合に限り、27,000円を
限度に支給）
・23,000円以下
家賃-12,000円
・23,001円以上
（家賃-23,000円）÷2+11,000
≦27,000円（100円未満切捨）

同じ

国の制度
との異同
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円

円

円

円

円

円

５　特別職の報酬等の状況（２７年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。          
     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額です。                                 

千円

263,232

92,012

千円

7,637

7,458

千円

千円 93,225

千円

15,895,000

0

任期毎

538,654異なる

退
職
手
当

市 長

3.10

市 長

任期毎

935,000×在職年数×425/100

副 市 長

期
末
手
当

8,360,000

議 長

副 市 長

760,000×在職年数×275/100

備　　　　考

議 員

副 議 長

―

245,000

―夜勤手当

休日勤務手当

○正規の勤務時間として深夜
（午後10時～午前5時）に勤務
した職員に通常の時間単価に
25/100を乗じた額を支給

同じ

議 長

―

440,000

同じ

375,000

宿直手当
日直手当

310,000

―

450,000千円900

給 料 月 額 等

（参考）類似団体における最高／最低額

495,000

760,000

○福知山市役所当直規程の
宿直勤務・日直勤務を行った
職員
・各勤務１回につき4,200円
（日直勤務時間が５時間未満
の場合は2,100円）

区 分

市 長

報

酬

○祝日等（土日を除く）に勤務
した職員に通常の時間単価
に135/100を乗じた額を支給

管理職特別勤務手当 同じ

同じ

○管理職（課長補佐相当職以
上）が臨時又は緊急の必要等
により週休日又は休日等に勤
務した場合に支給
・6時間未満　4,000円
・6時間以上　6,000円

同じ

副 議 長

○異動等により、やむを得ない
事情により配偶者と別居するこ
ととなり、通勤が困難と認められ
た職員
・交通距離に応じて23,000円
～68,000円を支給

単身赴任手当

○4級～7級の管理職に支給
・7級（部長相当職）
　　　　　　　給料月額の15％
・6級（次長相当職）
　　　　　　　給料月額の13％
・5級（課長相当職）
　　　　　　　給料月額の12％
・4級（課長補佐相当職）
　　　　　　　給料月額の10％

特別調整額

―

737,000

3.10

653,000

591,000

　　（２７年度支給割合）

　　（２７年度支給割合）

222,000

支給率が
異なる。

0

―

935,000

99,651

1,061,000

25,007

―

―

885,000

給

料

―

410,000

副 市 長

440,000

―

議 員
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６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。

（2)年齢別職員構成の状況（２７年４月１日現在・一般行政職）

　

38

38

～～

74

人

44

682

86.25

～ ～

58 48

89

80

58

51歳

人 人
職員数

19 27

23歳 27歳

27

31歳

人 人

56歳

71.58

47歳

人人

170.77

△ 9

△ 1

合　　計

0

人

75

497506

39

28

以上

0

人人 人

57

1,378

～

職 員 数

177

水 道

493

35

消防部門

教育部門

20歳

計 593

36歳

～

32歳

～

24歳

1,298
[  　1,445   ］

35歳

～

39歳

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

そ の 他

病 院

下 水 道

20歳

対前年
増減数

区　分

未満

～

28歳

主 な 増 減 理 由

福    祉

320一
般
行
政
部
門

普
通
会
計
部
門

26

696

小計

一般行政

124

705計

125

0

＜参考＞

△ 9

1

53.66

61.59

60歳40歳 48歳44歳

計

～

人

59歳55歳43歳

582

＜参考＞

441

＜参考＞

△ 9

人

34

　　　　　　　　区　　分

　部　　門 平成２７年

65

△ 1

[  　1,445   ］

186

320

平成２６年

△ 1

52歳

[  　0   ］

2

89

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

構成比 

５年前の構成比 

% 
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(3)職員数の推移

（ 単位 ： 人 ・ ％ ）

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

７　公営企業職員の状況

　(１)　水道事業

  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含みません。

２ 　職員数は、２７年３月３１日現在の人数です。

イ　 特記事項

なし

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（26年度支給割合） （26年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ － ）月分 （ － ）月分 （ － ）月分 （ － ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　５～２０％

・管理職加算　１０～２５％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

２３年 ２７年２２年 ２４年

117

7474

506 497

公営企業等会計計

△ 42

110 114消 防

普 通 会 計 計

519 514

総 合 計

532

82 77

723

548 560

一 般 行 政

教 育

539

　　　　　　　　　区　　分

部　　門

1,279 1,283 1,265

１人当たり平均支給額（26年度） １人当たり平均支給額（26年度）

517,229

1,306

710 710

15

△ 35705

△ 8

2.60 1.50

555 547 593 682

991,298 1,378

（13.6％）

(24.5％)

（7.7％）

134

(△4.8％)

125

(△9.8％)73 75

(△7.8％)

２５年 ２６年
過去 ５ 年間

の増減数（率）

1,484

1,257

123

731

124

基本給

千円

福　　知　　山　　市（水道事業） 水道事業（団体平均）

－

696

事 業 者 －

348,021団 体 平 均 44.9

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 平均月収額

福 知 山 市 43.6 322,958 492,992

6,21927 104,639 14,118 35,272 154,029 5,705

千円 千円26年度 人 千円 　　　　　千円 千円

（参考）団体平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ      給与費 　　B/A 一人当たり給与費

11.9

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

1,526,071 △ 15,372 154,029 10.1

26年度 　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

　質収支 職員給与費比率 25年度の総費用に占

区　　分 総費用 純損益又は実 総費用に占める
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イ　退職手当（２７年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 早期・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 早期・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置

（３～４５％加算、４５歳以上）

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）なし ） （退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、26年度に退職した職員に支給された平均額です。

ウ　地域手当

（２７年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（２７年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１　　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

41.325 49.59

29.145 34.5825

20.445 27.405

福　　知　　山　　市（水道事業） 水道事業（団体平均）

0 0 15,286

支給実績（26年度決算） 0

市内全域 0 0 0

49.59 49.59

支給職員１人当たり平均支給年額（26年度決算） 0

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

手当の種類（手当数） 6

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

支給実績（26年度決算） 143

支給職員１人当たり平均支給年額（26年度決算） 7,526

職員全体に占める手当支給職員の割合（26年度） 70.3

お客様サービス課職員
料金の滞納に対する供給停
止処分に従事したとき

１件500円

徴収事務手当 お客様サービス課職員

用地、物件移転等交渉手当
用地買収、物件移転交渉
に従事したとき

日額300円

日額300円

道路上等危険作業手当 水道課職員
道路上の危険作業に従
事したとき

日額300円

災害応急作業等手当

料金の徴収事務に従事
する職員

月額2,500円

供給停止処分手当

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 25 年 度 決 算 ） 261

　　　２　　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ
　　　　　年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象
　　　　　とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。

夜間勤務手当 水道課職員
浄水場において交代制勤務
で夜間勤務したとき

１当務につき650円

災害時に応急作業等に
従事したとき

支 給 実 績 （ 26 年 度 決 算 ） 6,093

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 26 年 度 決 算 ） 225

支 給 実 績 （ 25 年 度 決 算 ） 7,329
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カ　その他の手当（２７年４月１日現在）  

円

円

円

円

円

円

円

円

（26年度決算）

一般行政職
の制度との
異同

一般行政
職の制度と
異なる内容

支給実績 支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 （26年度決算） 平均支給年額

住居手当

○借家・借間（家賃12,000円を
超える場合に限り、27,000円を限
度に支給）
・23,000円以下
家賃-12,000円
・23,001円以上
（家賃-23,000円）÷2+11,000
≦27,000円（100円未満切捨）

同じ － 2,749

78,162

千円

同じ － 1,875

千円

280,583

0

通勤手当

○交通機関等の利用者（片
道2km以上に限る）
・運賃等相当額が55,000円
以下については運賃等相当
額を支給
○自動車等の利用者（片道
2km以上に限る）
・通勤距離に応じて2,000円
～21,700円を支給

千円

305,444

扶養手当

○配偶者 13,000円
○扶養親族１人につき各 6,500
円
○配偶者のいない職員の扶養
親族のうち１人目 11,000円
○扶養親族が16歳以上23歳未
満である場合1人につき 5,000円
加算

同じ － 3,367

単身赴任手当

○異動等により、やむを得な
い事情により配偶者と別居す
ることとなり、通勤が困難と認
められた職員
・交通距離に応じて30,000円
～88,000円を支給

同じ － 0

千円

同じ － 3,093

宿 直 手 当
日 直 手 当

○福知山市役所当直規程の
宿直勤務・日直勤務を行っ
た職員
・各勤務１回につき4,200円

同じ － 0

千円

164

千円

千円

32,800

0

夜 勤 手 当

○正規の勤務時間として深
夜（午後10時～午前5時）に
勤務した職員に通常の時間
単価に25/100を乗じた額を
支給

千円

441,968

同じ － 0 0

　　　特別調整額

○4級～7級の管理職に支給
・7級（部長相当職）
給料月額の15％
・6級（次長相当職）
　　　　　　　給料月額の13％
・5級（課長相当職）
　　　　　　　給料月額の12％
・4級（課長補佐相当職）
　　　　　　　給料月額の10％

管理職特別
勤務手当

○管理職（課長補佐以上）が
臨時又は緊急の必要等によ
り週休日又は休日等に勤務
した場合に支給される
・6時間以下　4,000円
・6時間超　　　6,000円

同じ －
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　(２)　下水道事業

  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含みません。

２ 　職員数は、２７年３月３１日現在の人数です。

イ　 特記事項

なし

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（26年度支給割合） （26年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ － ）月分 （ － ）月分 （ － ）月分 （ － ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　５～２０％

・管理職加算　１０～２５％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（２7年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 早期・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 早期・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置

（３～４５％加算、４５歳以上）

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）なし ） （退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、26年度に退職した職員に支給された平均額です。

区　　分 総費用 純損益又は実 総費用に占める

25年度の総費用に占

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

3,420,359 △ 59,566 139,352 4.1 5.9

　質収支 職員給与費比率

　　計　　Ｂ      給与費 　　B/A 一人当たり給与費

26年度 　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり （参考）団体平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当

千円 千円

22 92,173 13,882 33,297 139,352 6,334 6,190

26年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円

349,141 537,866

団 体 平 均 43.9 346,189 515,436

１人当たり平均支給額（26年度） １人当たり平均支給額（26年度）

1,513 1,468

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

福 知 山 市 45.7

20.445 27.405

事 業 者 － －

福　　知　　山　　市（下水道事業） 下水道事業（団体平均）

2.60 1.50

福　　知　　山　　市（下水道事業） 下水道事業（団体平均）

49.59

49.59 49.59

29.145 34.5825

41.325

0 0 9,150
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ウ　地域手当

（２７年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（２７年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１　　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

カ　その他の手当（２７年４月１日現在）  

円

円

円

0

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

支給職員１人当たり平均支給年額（26年度決算） 6,894

職員全体に占める手当支給職員の割合（26年度） 81.8

支給実績（26年度決算） 0

支給職員１人当たり平均支給年額（26年度決算）

徴収事務手当 お客様サービス課職員
料金の徴収事務に従事
する職員

月額2,500円

市内全域 0 0 0

支給実績（26年度決算） 124

手当の種類（手当数） 5

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

１件500円

災害応急作業等手当
災害時に応急作業等に
従事したとき

日額300円

道路上等危険作業手当 下水道課職員
道路上の危険作業に従
事したとき

日額300円

供給停止処分手当 お客様サービス課職員
料金の滞納に対する供給停
止処分に従事したとき

下水道終末処理作業手当 下水道課職員
常時下水道終末処理作
業に従事する職員

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 25 年 度 決 算 ） 266

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 26 年 度 決 算 ） 372

支 給 実 績 （ 25 年 度 決 算 ） 6,400

288,000

253,500

月額2,500円

支 給 実 績 （ 26 年 度 決 算 ） 8,197

支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 （26年度決算） 平均支給年額

　　　２　　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ
　　　　　年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象
　　　　　とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。

一般行政職
の制度との
異同

一般行政
職の制度と
異なる内容

支給実績

（26年度決算）

119,421

扶養手当

○配偶者 13,000円
○扶養親族１人につき各 6,500
円
○配偶者のいない職員の扶養
親族のうち１人目 11,000円
○扶養親族が16歳以上23歳未
満である場合1人につき 5,000円
加算

同じ － 4,320

住居手当 － 507

千円

通勤手当

○交通機関等の利用者（片道
2km以上に限る）
・運賃等相当額が55,000円以下
については運賃等相当額を支給
○自動車等の利用者（片道2km
以上に限る）
・通勤距離に応じて2,000円～
21,700円を支給

千円

同じ － 2,269

千円

○借家・借間（家賃12,000円を
超える場合に限り、27,000円を限
度に支給）
・23,000円以下
家賃-12,000円
・23,001円以上
（家賃-23,000円）÷2+11,000
≦27,000円（100円未満切捨）

同じ
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円

円

円

円

円

515,400

千円

単身赴任手当

○異動等により、やむを得ない
事情により配偶者と別居すること
となり、通勤が困難と認められた
職員
・交通距離に応じて30,000円～
88,000円を支給

同じ －

同じ － 2,577

千円

千円

同じ －

千円

千円

宿 直 手 当
日 直 手 当

○福知山市役所当直規程の宿
直勤務・日直勤務を行った職員
・各勤務１回につき4,200円

同じ －

　　　特別調整額

○4級～7級の管理職に支給
・7級（部長相当職）
給料月額の15％
・6級（次長相当職）
　　　　　　　給料月額の13％
・5級（課長相当職）
　　　　　　　給料月額の12％
・4級（課長補佐相当職）
　　　　　　　給料月額の10％

41,200

夜 勤 手 当

○正規の勤務時間として深夜
（午後10時～午前5時）に勤務し
た職員に通常の時間単価に
25/100を乗じた額を支給

管理職特別
勤務手当

○管理職（課長補佐以上）が臨
時又は緊急の必要等により週休
日又は休日等に勤務した場合に
支給される
・6時間以下　4,000円
・6時間超　　　6,000円

同じ － 206
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　(3)　病院事業

  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含みません。

      ２　給与費は当初予算に計上された額です。　職員数は、２７年３月３１日現在の人数です。

イ　 特記事項

なし

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（26年度支給割合） （26年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ － ）月分 （ － ）月分 （ － ）月分 （ － ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　５～２０％

・管理職加算　１０～２５％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

純損益又は実 総費用に占める

職員給与費比率

千円　 千円　 ％

25年度の総費用に占

％

める職員給与費比率

区　　分 総費用

　質収支

職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ

26年度 　　　　千円

10,168,387 42,621 2,936,168 28.9 32.3

（参考）団体平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ      給与費 　　B/A 一人当たり給与費

区　　分

千円 千円

501 1,621,023 1,104,077 601,645 3,326,745 6,640 6,789

26年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円

　　　　　　区　　分 職種 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

福 知 山 市 医師 40.2 404,646 1,297,319

327,548 556,087

団 体 平 均 医師 44.6 564,750 1,389,096

328,980 502,010

福　　知　　山　　市　（病　院　事　業） 病　院　事　業　（団体平均）

看護師 37.6 239,929 429,862

事務職 45.9

看護師 38.8 288,414 456,203

事務職 43.1

１人当たり平均支給額（26年度） １人当たり平均支給額（26年度）

1,384 1,332

2.60 1.50
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イ　退職手当（２７年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 早期・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置

（３～４５％加算、４５歳以上）

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）なし ） （退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、26年度に退職した職員に支給された平均額です。

ウ　地域手当

（２７年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

％ 人 ％

（２２年度の制度完成時）

％ ％ ％

％ ％ ％

エ　特殊勤務手当（２７年４月１日現在）

千円

　円

　％

福　　知　　山　　市 病院事業　（団体平均等）

41.325 49.59

20.445 27.405

29.145 34.5825

1,379 13,615 4,910

支給実績（２６年度決算） 48,520

市内全域（医師以外） 0 - -

49.59 49.59

支給職員１人当たり平均支給年額（２６年度決算） 769,144

支給対象地域

0

150,115

支給職員１人当たり平均支給年額（２６年度決算） 315,945

支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

支給率 一般行政職の制度（支給率） 国の制度（支給率）

職員全体に占める手当支給職員の割合（２６年度） 67

市内全域（医師) 16 64 -

支給対象地域

市内全域（医師以外） 0 0

左記職員に対する支給単価

夜間看護手当
夜勤をする助産師、看
護師、准看護師

22:00～5:00までの深夜勤務に従
事したとき

深夜勤務時間が
　４時間以上の場合　7,300円
　２時間以上４時間未満の場合
　　　　　　　　　　　　　6,400円

市内全域（医師) 15 ― 15

支給実績（２６年度決算）

放射線技師、外来・手
術室看護師、臨床工
学技士

放射線を人体に照射する作業に
従事したとき

日額250円

手当の種類（手当数） 3

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務

自宅待機手当
臨床工学技士、外来・
手術室の看護師

救急診療等のため自宅待機を命
ぜられたとき

8:30～17:15
待機１回につき2,800円
17:15～8:30
待機１回につき2,800円

放射線取扱作業手当
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オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１　　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

カ　その他の手当（２７年４月１日現在）  

円

円

円

円

円

円

支 給 実 績 （ 26 年 度 決 算 ） 323,971

平均支給年額

（26年度決算）

　　　２　　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ
　　　　　年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象
　　　　　とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。

一般行政職
の制度との
異同

一般行政
職の制度と
異なる内容

支給実績 支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 （26年度決算）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 26 年 度 決 算 ） 735

支 給 実 績 （ 25 年 度 決 算 ） 275,225

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 25 年 度 決 算 ） 591

住居手当

○借家・借間（家賃12,000円
を超える場合に限り、27,000
円を限度に支給）
・23,000円以下
家賃-12,000円
・23,001円以上
（家賃-23,000円）÷
2+11,000
≦27,000円（100円未満切
捨）

同じ － 35,810

117,340

千円

同じ － 30,391

千円

214,164

434,167

通勤手当

○交通機関等の利用者（片
道2km以上に限る）
・運賃等相当額が55,000円
以下については運賃等相当
額を支給
○自動車等の利用者（片道
2km以上に限る）
・通勤距離に応じて2,000円
～21,700円を支給

千円

351,078

扶養手当

○配偶者 13,000円
○扶養親族１人につき各
6,500円
○配偶者のいない職員の扶
養親族のうち１人目 11,000
円
○扶養親族が16歳以上23歳
未満である場合1人につき
5,000円加算

同じ － 39,192

単身赴任手当

○異動等により、やむを得な
い事情によ り配偶者と別居
することとなり、通勤が 困難
と認められた職員
・交通距離に応じて30,000円
～88,000円 を支給

同じ － 2,605

千円

　　　特別調整額

○4級～7級の管理職に支給
・7級（部長相当職）
給料月額の15％
・6級（次長相当職）
　　　　　　　給料月額の13％
・5級（課長相当職）
　　　　　　　給料月額の12％
・4級（課長補佐相当職）
　　　　　　　給料月額の10％

同じ － 20,533

千円

948,947

千円

662,355

宿 直 手 当
日 直 手 当

○宿直、日直をした職員に
支給
・医師　 40,000円／回
・院長、副院長　18,000円／
回
・それ以外　 20,000円／回

同じ － 90,150
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円

円

円

145,924同じ － 30,644

千円

51,500

夜 勤 手 当

○正規の勤務時間として深
夜（午後10時～午前5時）に
勤務した職員に通常の時間
単価に25/100を乗じた額を
支給

管理職特別
勤務手当

○管理職（課長補佐以上）が
臨時又は緊急の必要等によ
り週休日又は休日等に勤務
した場合に支給される
・6時間以下　4,000円
・6時間超　　6,000円

同じ － 206

千円

3,848,926初任給調整手当
○医師で、管理者が指定す
る者に支給
最高　307,000円／月

同じ － 207,842

千円
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